
◆
賃貸住宅退去時のトラブル
アパートやマンションを引っ越す

際に「原状回復する」と言われ、多額
の修繕費用を請求されたなどの賃貸
住宅に関する相談が増えています。

消費生活相談は

秋田市消費者センター
TEL(866)2016

シリーズ⑱

ここでいう原状回復とは、借り主
が契約後、物件に改造を加えたり、
不注意により破損をした場合に元の
状態に戻すことをいいます。
契約に従い使用している限り、畳

の変色、フローリングの色落ちなど、
年数を重ねるごとに変化するものは
原状回復には当てはまらないとされ、
改造や不注意による破損、または家
賃の滞納がない限り、預けた敷金は
返還されるのが一般的です。
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～ぬくもりのある風景～
２月19日(土) ４月10日(日)

午前10時～午後６時

館蔵写真展

一般300円　高・大学生200円
小・中学生無料観覧料

昭和を代表する写真家の一人、木村
伊兵衛が撮影した“秋田”と呼ばれる作
品群と、木村が提唱したリアリズム運
動に共感し、おもに農婦を撮影した大
野源二郎、現在も県内アマチュア写真
家の指導的存在である岩田幸助による
写真作品を紹介します。

千秋美術館TEL(836)7860問い合わせ

「しもやけ」岩田幸助（1954年）

ギャラリートーク(列品解説)
２月23日(水)
３月13日(日)

午後２時～

▲往信表 ▲返信裏

▲往信裏▲返信表

町内会に無料でプレートをさしあげます

市では、犬の散歩マナーの向
上を市民に呼びかけるプレート

(30×40㌢、アルミ製)を町内会に無料でさしあ
げます。申し込みは町内会単位でどうぞ。１
町内会３枚まで。なお、個人または法人での
申し込みはできません。

２月28日(月)まで、往復はがき(１町
内会につきはがき１枚)でお申し込
みください。プレートの配布方法に
ついては、後日はがきで通知します。

申し込み

千秋
美術館

～秋田大学から南極大陸へ～

２月26日(土) ３月６日(日)

南極観測で使われたテントや
試着できる羽毛服、隕石、ペ
ンギンのはくせいなどを展示。
南極観測に携わった秋田大学
職員によるワーク
ショップもあるよ！

南極の氷で乾杯！　南極との交信(午後３時～)

■期間中のイベント(午後１時～)

人工オーロラをつくってみよう
南極の岩石からガーネット(宝石)を見つけよう！(先着20人)
南極の氷に触れてみよう！

２月26日(土)
２月27日(日)
３月５日(土)
３月６日(日)

入場
無料

次の場合、その程度にもよりますが、
費用負担を求められるケースも…。
●物件の改造や不注意による破損
●部屋の結露を放置して拡大したカビやシミ
●エアコンからの水漏れを放置したこ
とによる壁の腐食…など　

不動産業者は、賃貸借契約を行う前
までに重要事項を説明する義務があり
ますので、住宅の使用方法や退去時の
負担についてよく確認しましょう。
内容に疑問があれば、必ず確認する

ことが大切です。また、入・退居時に
は貸し主と一緒に立ち会い、物件を確
認することも大切です。

国土交通省が作製した「原状回復を
めぐるトラブルとガイドライン」を参
考に、業者と話し合うことをお勧めし
ます。それでも納得できないときは、
消費者センターにご相談ください。

守ろうね！
ワンちゃんの散歩マナー

衛生検査課TEL(883)1182問い合わせ

原状回復と敷金

費用負担の伴う原状回復とは？

借り主がトラブルにあわないために

トラブルになった場合は

※「原状回復をめぐるトラブルとガイドライ

ン」について詳しくはこのアドレスで
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/
house/torikumi/torikumi.html#seisaku

▲
▲

●散歩中の飼い犬のふんは必ず持ち帰りましょう。
●犬の放し飼いはダメ！散歩をするときも、ひもでつなぎましょう。

周囲に迷惑をかけないでね！

午前９時～午後７時

自然科学学習館(アルヴェ４階)
自然科学学習館
TEL(887)5330

※２月28日(月)は休館



２/16(水) ２/22(火)

●みんなで守ろう文化財

●市スポーツ賞受賞者①

●チャレンジオフィスが

開設２周年！

２/23(水) ２/28(月)
月～金　午前10時55分～

月～金　午後３時50分～
土 午後 ３時55分～

水 午後10時54分～　

テレビ
ガイド

●手彫りグラス工芸教室

●市スポーツ賞受賞者②

●広報あきたの発行日が

毎月１日と16日に！　

15
分 ●２/27(日)７：30～ ABSおはよう秋田市長です「ラストスパート！環境貯金箱作戦」

AAB  おはよう秋田市から

ABS こんにちは秋田市から

５
分
間
テ
レ
ビ
番
組
AKT  こんばんは秋田市から

詳しい放送日程は
広報課へどうぞ
TEL (866)2034

エフエム秋田 秋田市マンデー555
ABSラジオ 秋田市今週のいちネタ

毎週月　午後５ 時54分～

毎週火　午前10時30分～ラジオ ］●美術工芸短大附属高等学院作品展
●美術工芸短大の卒業・修了制作展

秋田コミュニティ放送　市長と一緒 毎週火　午前 ８ 時15分～
エフエム秋田 ふれあい情報 月～土　午前10時55分～
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公園や町内の花壇に

町内会や子ども会などの団体単位でお申し込みください。
春、夏ともに植える場所１か所につき１団体。春と夏に希望
される場合は、それぞれ「春苗」「夏苗」とお申し込みください。

春 パンジー
夏 マリーゴールド、サルビア、日々草、ベゴニア

１団体に春、夏それぞれ100本
まで。１㎡当たり20本が目安
です。

引き渡し
春 ４月中旬ごろ　
夏 ６月中旬ごろ

「春苗」と「夏苗」、別々の往復
はがきで、右記を参考に３月
２日(水)(当日消印有効)まで公
園課へ。引き渡しについては、
交付日の１～２週間前に、は
がきで通知します。

TEL(866)2445

種
類

【往信表】 【返信裏】

【往信裏】【返信表】

春苗と夏苗を
さしあげます

本
数

※交付希望数が多い場合、希望本数
を交付できない場合がありますの
で、ご了承ください。

申
し
込
み

プランターの設置場所を決め、３月２日
(水)まで、直接公園課(市庁舎３階)、河辺
市民センター建設班、雄和市民センター
建設班へ印鑑を持っておいでください。
設置場所などの確認のため、電話や郵便
での申し込みは受け付けません

花壇のない町内会の公園や広場に置く、花を植
えたプランターをお貸しします。貸出期間は６月中
旬から11月上旬まで。貸出数は１団体につき15個以
内。ただし、公共施設や道路には置けません。

申し込み

種類 マリーゴールド、サルビア、日々草、ベゴニア

花
を
植
え
た

プ
ラ
ン
タ
ー
を
貸
し
ま
す

①大森山公園②千秋公園③八橋運動公園
④平和公園で花壇づくりや手入れをして
くださるかたを募集します。定員各９人
(④のみ５人)。希望者多数の場合、抽選と
なります。公園課TEL(866)2445

往復はがきで、下記を参考に３月２日(水)(当
日消印有効)まで公園課へ。当選結果は３月
下旬ころ、はがきで通知します。

申し込み

花苗、肥料袋(20㎏)の運搬、植付、草取り、水
まき、花壇を耕すなどの作業(中腰での作業が
３日間続けて行うこともあり)を４月から１年
間(冬期間を除く)、月に３～４回、市の指定す
る平日に作業していただける健康なかた。
また、この作業で得た経験を積極的に地元の
町内会などの花壇づくりに活かせるかた。

【往信表】 【返信裏】 【往信裏】【返信表】

※他に勤務しているかた、ご自身の都合を優先され
るかたはご遠慮ください。

花のあるまちづくり
協力員を募集

対象

花壇のない
町内会へ

問い合わせ 公園課TEL(866)2445

▲
▲

▲
▲

▲ ▲

１日4,060円 半日2,030円報酬(若干の変更あり)

午前９時～午後４時作業時間


